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環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課   

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた出勤者数の削減に関する 

実施状況の公表について（事務連絡） 

 

廃棄物行政の推進については、かねてより格別の御理解・御協力を頂き御礼申し

上げます。 

廃棄物処理事業者は、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（新

型コロナウイルス感染症対策本部決定）において「国民生活・国民経済の安定確保

に不可欠な業務を行う事業者」として位置付けられ、新型コロナウイルスの感染拡

大下においても処理を継続することが求められているところであり、廃棄物処理

に従事されている皆様の御尽力に感謝申し上げます。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた職場への出勤者数の削減（テレワ

ーク等）については、令和３年4月26日付けの事務連絡等を発出してきたところで

あり、当該事務連絡を御参照の上、引き続き廃棄物の適正処理のための事業継続を

最優先にしていただきながら、区域に応じた出勤者数削減の取組に御協力をお願

いいたします。 

また、令和３年５月７日に変更された基本的対処方針にて、「経済団体に対し、

在宅勤務（テレワーク）の活用等による出勤者数の７割削減の実施状況を各事業者

が自ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請するとともに、公表された情報の

幅広い周知について、関連する事業者と連携して取り組む」とされており、このこ

とに関して、５月12日付けで内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から

別添事務連絡が発出されました。 

テレワーク等の実施状況について好事例の横展開を図るため、下記の取組につ

いて、貴連合会におかれましても御了知の上で実施に御協力いただくとともに、各

都道府県協会及びその会員企業に周知くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 



記 

 

１．各企業・団体等は、テレワーク等の実施状況を自社のウェブサイト上で積極的

に公表する。  

  

２．各企業・団体等の公表サイト（各社、各団体等がホームページ上に公開するテ

レワーク等の実施状況のリンク先）等を、経済産業省が作成した以下のサイト上

で登録する。 

  https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kanbo-somu/remote-work  

  

３．各企業・団体等において、他の企業・団体等の情報も参考にしつつ、出勤者数

の削減に取り組む。  

  

留意事項 

  

１．周知対象は、緊急事態宣言を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施

すべき区域に限らず、これらの措置が実施されていない区域も含む。  

  

２．出勤者数の７割削減の取組については、テレワークだけでなく、休暇取得や各

企業・団体等の独自の取組も含まれる。  

  

３．出勤者数の７割削減の実施状況の公表については、７割削減できたか否かでは

なく、可能な限り、出勤回避状況を定量的に示すこととするが、廃棄物処理業

は現場作業が必要な業種であることに鑑みて、例えば算定範囲をオフィス部門

等のみにするなど、その対象の捉え方も含め、それぞれの実情に応じて各企業・

団体等が判断し、その旨を公表時に補足することとする。   

 

(公表する定量的な取組内容の例)  

・テレワーク等の実施目標は全社員の○％、○月○日から○月○日の実績は○％。  

・全社員のうち、現場作業が必要な社員を除くテレワーク実施可能な社員（全社

員の〇％）の出勤者数を〇％削減  

・〇月〇日から〇月〇日に、事務職〇人中〇人が週当たり〇日実施し、出勤者数

を〇％削減  

・本社で〇％、〇〇支社で〇％、△△事業所で〇％、出勤者数を削減  

・緊急事態宣言区域及び重点措置区域の事業所で出勤者数を○％削減、それ以外

の区域で○％削減  

・テレワーク、ローテーション勤務、休暇を組み合わせて会社全体で、出勤者数

を〇％削減  

  



４．また、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表する。  

  

(公表する内容の例)  

・テレワーク等の推進に向けて、○○○といった取組を実施  

・テレワーク等の実施により、社内において○○○といった変化  

・テレワーク等に関して、社内の〇〇を見直すなど工夫したこと  

  

５．各企業・団体等の公表サイトに公表する様式や更新頻度については任意。 

 

以上 


